
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に関する事前備置書類 
（吸収分割会社／会社法第７８２条及び会社法施行規則第１８３条に定める書面） 

（吸収分割承継会社／会社法第７９４条及び会社法施行規則第１９２条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 12月 25日 



2025年 12月 25日 

 

【吸収分割会社】 

東京都中央区日本橋 2 丁目 16番８号 

日本パーカライジング株式会社 

代表取締役社長 青山 雅之 

 

【吸収分割承継会社】 

東京都中央区日本橋 3丁目 12番１号 

パーカー加工株式会社 

代表取締役社長 尾﨑 文一 

 

2025年 12月 25日付をもって締結した吸収分割契約に基づき、日本パーカライジング

株式会社（以下、甲という）を吸収分割会社、パーカー加工株式会社（以下、乙という）

を吸収分割承継会社とする吸収分割を行うにあたり、会社法第７８２条及び会社法施行規

則第１８３条の規定により、下記の事項を開示いたします。 

なお、本件分割は、甲は会社法第７８４条第２項に規定する簡易吸収分割、乙は同法第７

９６ 条第１項に規定する略式吸収分割となります。 

 

記 

 

１．吸収分割契約書 

【別紙１】吸収分割契約書のとおりです。 

 

２．対価の定めの相当性に関する事項承継会社は吸収分割会社の完全子会社であるため、

本吸収分割に際して、吸収分割会社に対し株式、金銭その他の財産交付をいたしません。 

 

３．効力発生日に剰余金の配当等として、吸収分割承継会社の株式を吸収分割会社の株主 

に交付する旨の決議に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．分割会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．計算書類等に関する事項 

（１）１．吸収分割会社である甲の最終事業年度に係る計算書類等 



甲は有価証券報告書および半期報告書を東京証券取引所に提出しております。最終事業

年度に係る計算書類等については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類

に関する電子開示システム(EDINET)」又は甲の下記 Web サイトよりご覧いただけます。 

https://www.parker.co.jp/ja/  

 

（２）吸収分割承継会社である乙の最終事業年度に係る計算書類等 

乙の最終事業年度に係る貸借対照表は、【別紙２】のとおりです。 

なお、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

 

４．効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

甲及び乙のそれぞれの資産及び負債について、効力発生日以降における甲及び乙の債務

の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識されておらず、本件

分割の効力発生日以後においても、甲及び乙の資産の額は負債の額を十分に上回ることが

見込まれており、甲及び乙が負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないものと判

断しております。 

 

以 上 

 

 

 

 

https://www.parker.co.jp/ja/
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別紙１ 

吸収分割契約書 

 

 

吸収分割会社である日本パーカライジング株式会社（以下、甲という）と、吸収分割承継

会社であるパーカー加工株式会社（以下、乙という）は、甲の加工事業（以下、本件事業と

いう。）を分割して、乙に承継させる吸収分割（以下、本吸収分割という。）に関し、次のと

おり契約を締結する。 

 

（吸収分割） 

第１条 甲は、本件事業を分割し、乙はこれを承継する。 

２ 本吸収分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、以下のとおり

である。 

（１）吸収分割会社 

商号：日本パーカライジング株式会社 

住所：東京都中央区日本橋 2 丁目 16番８号 

（２）吸収分割承継会社 

商号：パーカー加工株式会社 

住所：東京都中央区日本橋 3丁目 12番１号 

 

（承継する権利義務） 

第２条 乙は、本吸収分割により、【別紙（承継対象権利義務明細表）】に記載の資産、負債

及び権利義務を、効力発生日において甲より承継する。 

２ 乙が甲から承継する債務については、甲が重畳的債務引受を行うものとし、本契約第５

条に定める効力発生日後、乙が甲から承継した債務について、甲及び乙は連帯して責任を負

うものとする。 

 

（吸収分割対価の交付及び割当て） 

第３条 乙は、本吸収分割に際し、株式その他金銭等の対価は交付しない。 

 

（資本金及び準備金の額に関する事項） 

第４条 本吸収分割において、乙の資本金及び準備金の変動はない。 
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（効力発生日） 

第５条 本吸収分割の効力発生日は、２０２６年４月１日とする。ただし、本吸収分割手続

進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙は協議のうえ、これを変更することができる。 

 

（分割承認総会） 

第６条 甲は会社法第７８４条第２項（簡易分割）、乙は会社法第７９６ 条第１項（略式分

割）に基づき、それぞれ本契約による本吸収分割につき株主総会の承認を要しない。 

 

（競業避止義務の免除） 

第７条 甲は、本吸収分割後においても、本件事業に関し会社法第２１条に定める競業避止

義務を負わないものとする。 

 

（会社財産の善管注意義務） 

第８条 甲及び乙は、本契約締結日から本吸収分割の効力発生日に至るまで、善良なる管理

者としての注意をもって、その業務執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義

務に重要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意のうえ、これ

を行うものとする。 

 

（分割条件の変更及び吸収分割契約の解除） 

第９条 本契約締結日から本吸収分割の効力発生日に至るまでの間において、天災地変その

他の事由により、甲又は乙の資産あるいは経営状態に重大な変更が生じたとき、若しくは隠

れた重大な瑕疵が発見されたときは、甲及び乙は協議のうえ、分割条件を変更し、又は本契

約を解除することができる。 

 

（分割契約の効力） 

第 10 条 本契約は、甲乙それぞれにおいて必要とされる各機関による承認又は法令に定め

る関係諸官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

（本契約に定めのない事項） 

第 11 条 本契約に定める事項の他、本吸収分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従っ

て甲及び乙は協議のうえ、これを決定する。 
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本契約締結の証として本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を、乙がその写し

を保有する。 

 

 

 

２０２５年１２月２５日 

 

 

 

【吸収分割会社】 

甲 東京都中央区日本橋 2 丁目 16番８号 

日本パーカライジング株式会社 

 

代表取締役 社長執行役員 青山 雅之 

 

 

【吸収分割承継会社】 

乙 東京都中央区日本橋 3丁目 12番１号 

パーカー加工株式会社 

 

代表取締役社長 尾﨑 文一 
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【別紙（承継対象権利義務明細表）】 

 

乙は、本件契約締結の日において、下記に記載する本件事業に属する資産、負債、その他

の権利義務を承継する。但し、甲乙の協議により継承することが適切でないとされた資産は

除くものとする。なお、承継する資産及び負債は、２０２６年３月３１日を算定基準日とし、

同日現在の甲の貸借対照表を基礎として確定する。 

 

１．承継する資産 

（１）棚卸資産 

（２）有形固定資産（土地を除く） 

（３）無形固定資産 

（４）その他資産（受取手形、売掛金、未収消費税等は除く） 

 

２．承継する債務 

（１）前受金 

（２）その他負債（買掛金、賞与引当金、退職給付債務、未払消費税等は除く） 

 

３．承継する雇用契約等 

甲は本吸収分割の効力発生日において、本件事業に従事する甲の従業員を甲に在籍させ

たまま乙に出向させ、乙は別途締結する出向契約に従い引き受ける。 

 

 

４．承継するその他の権利義務等 

（１）本件事業に関して甲が締結した売買契約、取引基本契約、秘密保持契約、業務委託契

約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他本件事業に関する一切の契約上の地

位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、甲が引き続き保有

する必要のあるものを除く。 

（２）本件事業に係る免許、許可、認可、承認、登録、届出等のうち、乙から甲の承継が法

令上可能であるもの。 

 

５．その他 

承継権利義務のうち、本契約締結後に法令その他規制上承継が困難であることが判明し

たものについては、必要に応じて甲乙協議のうえ、承継対象権利義務を変更することができ

る。 

 

以上 
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